
（
事
前
相
談
）

期　間（約６～１０か月）

変
更
後
の
計
画
の
公
告
・
縦
覧

除
外
の
決
定
（
決
定
通
知
）

申
請
書
の
受
付

関
係
機
関
の
意
見
聴
取

石
川
県
と
の
事
前
相
談

計
画
の
変
更
（
案
）
の
公
告
・
縦
覧

異
議
申
立
期
間
※

石
川
県
と
の
本
協
議

計
画
の
変
更
（
案
）
の
作
成

農振除外（金沢農業振興地域整備計画の変更）の流れ

4月10日締め
7月10日締め
10月10日締め
1月10日締め

※異議があった場合は、別途手続きが必要となり、
手続きの期間が延びます。

30日間 15日間


